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風力発電事業における
環境紛争の発生に係る出力規模

風力環境紛争に係る情報収集（環境省 2018）より転載

5万kW
以下



第2回・再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会 資料2より
転載

厳しい環境大臣意見の発出状況

5万kW
以下



BSが発生する施設規模と立地場所の関係
（NEDO既往研究）

風力発電等導入支援事業／環境アセスメント調査早期実施実証事業／環境アセスメント迅速化研究開発事業 
既設風力発電施設等における環境影響実態把握Ⅱ 報告書より転載



国名 対象となる規模要件

米国 5万kW以上（それ以外は簡易ｱｾｽ）

カナダ 新設すべて（簡易アセス）

フランス タワーの高さ50m超の新設すべて

スペイン 50基以上（ラムサール条約湿地等では10基以上）

オランダ 1.5万kW以上または10基以上

ポルトガル 20基以上（ラムサール条約湿地等では10基以上でスクリーニ
ング）

イタリア 0.1万kW以上

イギリス 2基以上または高さ15m以上（2千kWを想定）

デンマーク
スウェーデン

4基以上または全体の高さ80m超
3基以上かつ総出力１万kW以上

ドイツ ・高さ50m以上または20基以上（2万kW以上を想定）
・6～19基（一般的スクリーニング）
・3～5基（簡易スクリーニング）

韓国 10万kW以上

中国 5万kW以上

諸外国での風力発電アセスの対象規模要件



国名 対象となる規模要件

米国 5万kW以上（それ以外は簡易ｱｾｽ）

カナダ 新設すべて（簡易アセス）

フランス タワーの高さ50m超の新設すべて

スペイン 50基以上（ラムサール条約湿地等では10基以上）

オランダ 1.5万kW以上または10基以上

ポルトガル 20基以上（ラムサール条約湿地等では10基以上でスクリーニ
ング）

イタリア 0.1万kW以上

イギリス 2基以上または高さ15m以上（2千kWを想定）

デンマーク
スウェーデン

4基以上または全体の高さ80m超
3基以上かつ総出力１万kW以上

ドイツ ・高さ50m以上または20基以上（2万kW以上を想定）
・6～19基（一般的スクリーニング）
・3～5基（簡易スクリーニング）

韓国 10万kW以上

中国 5万kW以上

諸外国での風力発電アセスの対象規模要件

小規模案件でも法アセスの対象事業とし、
簡易的なものでもスクリーニングを実施し、
必要項目に絞るなど案件ごとにメリハリを
付けたアセスを実施するのが良い
（例：米国の簡易アセス制度）



北海道北部・障壁影響発生状況確認調査（日本野鳥の会調べ）

2017年時点での既設風車

－ 2017～2018年秋のｶﾞﾝ･ﾊｸﾁｮｳ類の渡りルート

2018年以降（主に2022年以降）の新規建設風車
－ 2023年秋のｶﾞﾝ･ﾊｸﾁｮｳ類の飛翔線

〇障壁影響発生エリアマガン

コハクチョウ

2017～2018年 2023年秋
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2023年夏頃



東日本におけるガン・ハクチョウ類の渡りルート

Kamata T. et al. 2023より

ガン・ハクチョウ類
の分布

渡りルート

越冬地間の接続性
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英国ウォッシュ湾北東部
Hornsea洋上風力発電所の計画地

150ｋｍ



青森県・下北半島の既存風車と
計画位置（2021年9月現在）

秋田県・沿岸部の既存風車と
計画位置（2021年9月現在）

既設風車

（環境省EADASよ
り）



環境大臣意見等の中で、環境省が累積影響を検討せよ
と言っても、実際は累積的影響評価の実施は困難

なぜ ?
・そもそも累積的影響評価の定義が分からない
・どのような調査や評価の手法があるか分からない



累積的影響評価とは

環境省によると・・・

累積的影響評価の実施を法的に義務付ける必要がある
そのためには・・・
・アセス図書の継続公開および二次利用を可能にする
・データベースを構築し、アセスデータを収納する義務
・累積的影響評価に関するガイドラインの必要性



マンクスミズナギドリ

計画エリアの西側は複数種の採餌集団
が存在するホットスポットになっている

当初の計画エリア（赤枠）が緑
枠に変更され、多くの海鳥の
「採餌ホットスポット海域」回避
※対象事業実施区域が選定
された後に行うアセスの結果
から実施可能な保全措置

⇓
一方、計画エリアを広く取れば、
環境への影響が低い場所に
誘導して立地選定できるように
なり、保全措置効果は大きい
（英国では6倍の面積で調査実施）

計画エリアの小変更による鳥類への影響低減策（英国）

アオウミガラスと
セグロカモメ類の群
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有望区域

調査範囲

鳥が多い海域
鳥が少ない海域

有望区域



事前スクリーニングにおいて鳥類に対するリスクが懸念さ
れる場合は、事前アセスだけでなく事後アセスを実施し、
その結果に基づいた順応的運用（建設前だけでなく運用後
にも継続的なモニタリングを行い、その結果に合わせて
風車の運用方法を柔軟に変えること）を行うべき

事前は予防原則に、事後は順応的運用に基づき影響回避

事後評価の結果を事前予測にフィードバックできる

事業者に事後調査の実施を
義務付ける必要があるのではないか

事前・事後調査の重要性
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